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１．議決事項

 （１）金融政策決定会合関係  

◆金融市場調節方針の決定に関する件（1月17・18日）

　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、以下のとお
り決定した。

1.　次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること。
　

記

 （1�）日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用�
する。

　　　
 （2�）10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、上限を設けず必要な金額�
の長期国債の買入れを行う。

2.�　1.�に関し、長短金利操作の運用として、長期金利の変動幅を「±0.5％程度」
とし、10年物国債金利について金額を無制限とする0.5％の利回りでの固定利
回り方式の国債買入れ（指値オペ）を、明らかに応札が見込まれない場合を
除き、毎営業日、実施すること。また、1.の金融市場調節方針と整合的なイー
ルドカーブの形成を促すため、大規模な国債買入れを継続するとともに、各
年限において、機動的に、買入れ額の増額や指値オペを実施すること。



2

◆「当面の金融政策運営について」の公表に関する件（1月17・
18日）

　
　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、当面の金融
政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

◆資産買入れ方針の決定に関する件（1月17・18日）

　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、長期国債以
外の資産の買入れについて、下記のとおりとすることを決定した。
　

記
　
1.�　ETFおよびJ-REITについて、それぞれ年間約12兆円、年間約1,800億円に
相当する残高増加ペースを上限に、必要に応じて、買入れを行う。

2.�　CP等、社債等については、感染症拡大前と同程度のペースで買入れを行い、
買入れ残高を感染症拡大前の水準（CP等：約2兆円、社債等：約3兆円）へと
徐々に戻していく。ただし、社債等の買入れ残高の調整は、社債の発行環境
に十分配慮して進めることとする。
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◆「貸出支援基金運営基本要領」の一部改正等に関する件（1月
17・18日）

　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、金融機関の
一段と積極的な行動と企業や家計の前向きな資金需要の増加を引き続き促す観
点等から、下記の諸措置を講ずることを決定した注1）。
　

記

1.�　「貸出支援基金運営基本要領」（平成24年12月20日決定）を別紙1.のとおり
一部改正すること。

2.�　「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要
領」（平成24年12月20日決定）を別紙2.のとおり一部改正すること。

3.�　「系統中央機関の会員である金融機関による成長基盤強化を支援するための
資金供給および貸出増加を支援するための資金供給の利用に関する特則」（平
成27年3月17日決定）を別紙3.のとおり一部改正すること。

4.�　「日本銀行業務方法書中一部変更」（平成24年12月20日決定）を別紙4.のと
おり一部変更すること。

5.�　「日本銀行組織規程中一部変更」（平成24年12月20日決定）を別紙5.のとお
り一部変更すること。

注1）　基本要領等については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆「系統中央機関の会員である金融機関による気候変動対応を支
援するための資金供給オペレーションの利用に関する特則」の
制定に関する件（1月17・18日）

　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、民間におけ
る気候変動対応を幅広く支援するため、「系統中央機関の会員である金融機関に
よる気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションの利用に関する特
則」を別紙.のとおり制定することを決定した注2）。

注2）　基本要領等については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆「共通担保資金供給オペレーション基本要領」の一部改正等に
関する件（1月17・18日）

　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、金融調節の
円滑化を図る観点から、下記の諸措置を講ずることを決定した注3）。
　

記

1.�　「共通担保資金供給オペレーション基本要領」（平成18年4月11日決定）を別
紙1.のとおり一部改正すること。

2.�　「「共通担保資金供給オペレーション基本要領」等の特則に関する件」（平成
28年1月29日決定）を別紙2.のとおり一部改正すること。

注3）　基本要領等については、インターネット・ホームページをご参照ください。
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◆「経済・物価情勢の展望（2023年1月）」の基本的見解を決定す
る件（1月17・18日）

　
　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、「経済・物価
情勢の展望（2023年1月）」の基本的見解注4）を決定した。

◆金融政策決定会合の議事要旨（2022年12月19、20日開催分）
に関する件（1月17・18日）

　本委員会は、令和5年1月17・18日の金融政策決定会合において、金融政策決
定会合の議事要旨（2022年12月19、20日開催分）注5）を承認した。

注4）　インターネット・ホームページをご参照ください（1月18日公表）。
注5）　インターネット・ホームページをご参照ください（1月23日公表）。
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（２）通常会合関係  

◆政策委員会月報（令和4年12月）に関する件（1月13日）

　本委員会は、令和5年1月13日、政策委員会月報（令和4年12月）を承認した。

◆令和5年度の銀行券発注高に関する件（1月31日）
　
　本委員会は、令和5年1月31日、令和6年度上期を目途に発行を開始する新様式
銀行券の円滑な流通を確保する観点から、令和5年度の銀行券発注高を、30.3億
枚（すべて新様式銀行券）とすることを決定した注6）。

注6）�　「令和5年度の銀行券発注高」については、インターネット・ホームページをご参
照ください（1月31日公表）。
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２．報告事項

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告（金融
機構局）
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